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 中国の特許と実用新案の二重出願については、2009 年の第 3 次法改正で同じ日（同

日）に出願することとされました。それまでは実用新案（または特許）を出願したのち

新規性を損なわない範囲内でほぼ同内容の出願をすればよいとされていました。特許と

実用新案の二重出願、特実併願とも言われますが、最近では「特許・実用新案の同日出

願」と呼ばれることが多くなりました。 
 
 最近では実用新案も実体審査するようになりましたが、特許の場合には審査に時間を

要し、権利行使するまでにしばらくかかりますが、実用新案の場合は原則、方式審査の

のち登録までの期間が短く権利行使しやすい、とされています。 
 
 法制度の詳細は割愛しますが、いくつかのポイントを紹介しておきます。 
１つは、同日出願したのち、特許が審査を経て登録になると同時に実用新案権を放棄す

ることになりますが（重複授権放棄）、この時点まで実用新案が生きていることが条件

となっています。 
 
 特許も審査請求して成立する目途もついたからと言って実用新案が年金未納や放棄

などで権利失効している場合には、その特許は同時に出願した実用新案が先願となって

失効してしまいます（もちろん同一出願人であっても）。 
 

 



２つ目は、同日出願の特許審査の段階で実案の内容とは若干異なる内容に請求項を修

正せざるを得ない場合があります。同一技術的範囲内ではあるが請求項が異なることと

なった場合に特許が登録になっても同一発明とは見做されず、特許と実用新案の両方を

維持することができます。 
 
両方を維持するメリットとしては、実用新案の進歩性要件は特許に比べて低いため、

無効化しにくく、仮に特許が無効化された場合でも実用新案によって権利維持できる、

というところにあります。 

 
 
 特許が登録になって実用新案が放棄された（重複授権放棄）例を紹介します。 
 



 
 
 また、形式的には特許出願願書と実用新案出願願書のそれぞれに、対応する実用新案

または特許を出願していることをそれぞれ説明する必要がありますが、願書に用意され

ているチェックボックスにチェックを入れることで済むようになっています。さらに公

報にもその旨が記載されることになっていますが、実用新案公報には同日出願の記載は

あっても公開特許公報にはその記載は見かけないことが多いようです。 
 
 次に、このような同日出願がどのぐらいの割合で取り扱われているかをデータで見て

みよう。データは中国版 CNIPR ですが、日本版 CNIPR との齟齬については後述。 
 
公開年基準の収録数（2020/7/10 現在） 



 
 グラフでは概要はわかりますが、詳細がわからないので公開年推移として表も示しま

した。現時点では 2019 年公開分の伸びは 2018 年に比べて鈍くなっています。2012 年

以降 2018 年までは全公開数の約 15％前後で推移していますが、2019 年は 12.5％とや

や落ち込んでいることがわかります。 
 

次に示す出願年推移の場合には、出願～公開までのタイムラグがあるので数年（2016
年以降）のデータはデータ更新のたびに積み上がって変化しますが、公開年基準でも（全

公開数は公開年基準の収録数では変化はありません）同日出願の公開特許数は、後述す

るようにわずかに積み上がります。 
（2017 年以降の同日出願数がデータ更新と共に若干増える理由は現在のところ不明） 

 
出願年基準の収録数（2020/7/10 現在） 

 
 出願年基準ですから全公開特許数、同日出願数共にデータ更新と共に積み上がります

（黄色くマークした部分）。尚、CNIPR のデータ更新は毎週火曜、金曜です。 



 同じ情報を日本版 CNIPR でも確認したところ次に示すマーク部分で中国版 CNIPR
と齟齬が見られました。これも理由は不明です。 
 （法律状態情報の生死で中国版 CNIPR では「死」となっているのに、日本版 CNIPR
では「生」となっている齟齬については改めて紹介したいと思います） 

 
 
 公開日（発行日）基準でのデータでありながらデータ更新のたびに同日特許数（公開

特許）は年単位では 2017 年以降、積み上がる状況をさらに詳しく確認するために 2018
年 6 月以降、2019 年 12 月まで 1 か月ごとに追ってみました。 



 

 公開日基準の 2019 年までの同日出願数は 1 年後となる 2021 年 1 月には改めて確認

したいと思います。おそらく、さらに積み上がって 2019 年の同日出願率は約 14％程度

になるものと予想しています。2020 年 5 月のデータではやはり、日本版 CNIPR と齟

齬ある数値となっています（マーク部分）。 
 
 このように推移している特実同日出願ですが、どのような出願人が利用しているかそ

の属性を見てみましょう。 
まず、内国の法人・個人別と外国出願人では（検証日は 1 か月ほど前になりますが）、 
 

 
 同日出願利用者のほとんどは内国の法人出願人です。外国出願人の実用新案出願が少

ないこともあり、グラフではほとんど視認できません。 



 
 次いで、少々荒っぽく、2010～2019 年までの出願について 2010～2014 年と 2015
～2019 年の 2 つの時期に分割して内外国出願人について見てみました。同日出願数の

ランキングで並べたため全出願が少ない出願人の同日出願率が高くなってしまいまし

た。 
 データ検証は、2020/5 末です。特に、2015～2019 年出願についてはデータ更新で全

公開数も大きく変動し、同日出願率も影響を受けるので、同日出願数そのもので見てい

ただいた方がいいかもしれません。 
 出願人名は中国表記のままとしました。 
 
内国出願人 

 
 出願年 2009 年以前の 5 年間では华为技术(HUAWEI)と中兴通讯(ZTE)が積極的に特

実同日出願を活用していましたが、全出願数を落としている ZTE の姿は今はありませ

ん。 
 
外国出願人 

 
 出願年 2009 年以前の 5 年間では松下电器产业(PANASONIC)が 329 件の同日出願で

断トツでしたが、この 10 年間では姿を消しています。 



 
（参考情報） 
 台湾においても 2013 年から中国大陸とほぼ同様の特許・実用新案の同日出願制度が始ま

り、台湾特許庁のデータベース TWPAT で検索できるようになりましたので簡単に紹介し

ておきたい。 
 
 台湾では、当初、実用新案権取得を取得した後、同日出願した特許が成立し、実用新案

権を放棄した場合、その実用新案権ははじめから存在しないものとみなすという規定でし

たが、2013 年 6 月の一部改正により「その実用新案権は特許の公告日から消滅する」とい

う点で中国大陸と同じ取扱いになりました。 

 

 特実同日出願の歴史が浅いこともありますが、中国大陸ほど積極的に活用はされていな

いようです。 
 

以上 


